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研究成果の概要（和文）：脳研究やAI研究の発展を受けて、ドイツ観念論を参照しつつ、心の哲学の諸立場と道
徳論・法論の諸立場がどう結びついているのかを考察し、もっとも有望な組み合わせを探求することが、本研究
の目的であった。ドイツ観念論の道徳論は、現代哲学で言う＜非自然主義的で認知的な道徳＞に属することを確
認した。またドイツ観念論を生かす一つの方法として、ドイツ観念論の「超越論的論証」をもとに「問答論的超
越論的論証」を考え、それをもとにコミュニケーションの超越論的条件として道徳的な規範を正当化するという
ことを試みた。これは『問いを問う』（仮題）として出版の予定である。

研究成果の概要（英文）：I examined how the philosophy of mind and theories of ethics and law are 
combined each other, on the referring to German idealism. The purpose of this study is to find the 
most promising combination for. I confirmed that the ethics of German idealism are classified to 
non-natural and cognitive ethics. On the other hand, as one method to make use of German idealism 
in, I thought about "the transcendental argument based on the relation between question and answer" 
which is based on "the transcendental argument" in German idealism and tried to justify ethics as 
transcendental conditions of communication. I am going to publish it as a book with the tentative 
title "Asking Questions".

研究分野： 哲学

キーワード： 心の哲学　メタ倫理学　ドイツ観念論　超越論的論証　マクダウェル　ブランダム　デイヴィドソン

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
脳研究やAI研究の発展を受けて、私たちの社会は、近代国家の登場して以来の大きな変化を迎えようとしていま
す。それはＡＩや脳研究が、個人の意志の自由を脅かし、道徳や法規範、またひいては人権や民主主義の新しい
正当化を求めているからです。そこで本研究では、心の哲学の成果を踏まえた上で、シンギュラリティ以後の時
代の道徳や法の正当化論を構築するための手がかりを得ることを目的としました。コミュニケーションの問答研
究に依拠して、新しい問答論的超越論的論証を構想しました。権利概念についても、所有権を基礎にするのでは
なく、問答の権利を基礎にして再構築する可能性を発見しました。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 

心の哲学の研究は 1970 年代にアメリカで始まり、その後世界で非常に多くの研究がな

されてきた。その結果、心についての語りをフォーク・サイコロジーとみなし、心を消去

する消去的物理主義と、心を物理過程に付随するものとして認める非還元的物理主義が現

在の主流になっていると思われる。非還元的物理主義の中では、デイヴィドソンの非法則

的一元論が有力である。彼は、物理的一元論に立って、心の現象を脳の物理過程に付随す

る(supervene)ものとして捉えるが、しかしながら脳状態と心の状態のタイプ同一説を批判

してトークン同一性を採用することによって、心の非法則性を確保する魅力的な議論を展

開している。ただ、チャルマーズなどの中性的一元論、性質二元論もまだ可能性を残して

いると言えるだろう。 

 このような心の哲学の議論は、カントとドイツ観念論が物自体を認めるかどうかを巡っ

て議論してきた実在論と観念論の論争にその先駆をもつと言える。カントは、物自体を認

めていると思われるので物と心の二元論、初期フィヒテは純粋な観念論、後期フィヒテは

ある種の二元論、シェリングは性質二元論、ヘーゲルは中性的一元論にあたると言えるだ

ろう。この論争においては、物自体を認めるかどうかが最重要の問題となる。カント、フ

ィヒテ、シェリング、ヘーゲルは、（現代風に言って）「心の哲学」に関する基本的な立場

に基づいて、それに対応する内容の道徳論、法論、国家論をそれぞれ構築していた。ドイ

ツ観念論の実践哲学の研究には国内外に長い歴史があり、応募者も『ドイツ観念論におけ

る実践哲学研究』を執筆している。しかし彼らの実践哲学を、彼らの心の哲学との関連に

おいて研究することはまだ行われていないと思われる。 

 応募者はこれまでドイツ観念論と分析哲学の両方を研究してきた。近年は、とくにピッ

ツバーグ大学のロバート・ブランダムとジョン・マクダウェルの仕事に注目してきた。彼

らは、分析哲学の立場からカントとヘーゲルに対して好意的な理解を示しているからであ

る。（応募者は、本研究申請時、サバティカル中で、ピッツバーグ大学のブランダム教授

の下で客員研究員として研究していた。）応募者はこれまで、このピッツバーグ学派によ

るドイツ観念論評価とりわけブランダムによるヘーゲルの推論主義と彼の推論的意味論

を検討してきたが、この研究を社会により役立てるためには、心の哲学と実践哲学の関係

に焦点をあて、＜心の哲学の立場選択と、道徳論や法論の立場選択がどのようにリンクす

ることになるのか＞に取り組むのが最もよいと考えるようになった。 

 このように考えるに至った理由は、ドイツ観念論の読み直しを進める中で、物自体の問

題の重要性に改めて気づいたということがある。＜ドイツ観念論の物自体論と、現代の心

の哲学の問題が密接に関係している＞ということである。そして、さらに重要なことは、

の研究は、国内でも海外でもまだ本格的に始まっていないということ、そしてその時にド

イツ観念論が重要な前例として役立つ、ということである。 
 
 
 
２．研究の目的 

第一に、＜ドイツ観念論の議論から心の哲学についてどのような貢献ができるか＞を探

ることである。そのために、ドイツ観念論における物自体に関する主張を明らかにする。 

第二に、＜ドイツ観念論において、心の哲学に関する立場の違いが、道徳論と法論にどの

ように反映しているのかを検討し、それに基づいて現代において、心の哲学と道徳論・法



論・正義論がどのように関連するのか＞を明らかにする。具体的には、(a)カント、フィヒ

テ、シェリング、ヘーゲルのそれぞれについて、理論的自我、それに基づく実践的自我、そ

れに基づく法的人格、それに基づく国家、これらの理解がどのように結びついているのかを

確認する。たとえば、カントは、心の哲学に関して二元論的な立場に立つといるが、理論的

自我を超越論的統覚としてとらえ、それに対応する道徳的人格論、それに基づく道徳論、そ

れに対応する法的人格理解、それに基づく契約国家論、これは全て密接に連結・接合してい

る。ヘーゲルでいえば、彼の自己意識論は、それに対応する相互承認論、それに対応する人

倫性論、それに対応する人格論や有機体的国家論、これらが密接に連結・接合している。フ

ィヒテ、シェリングについてもこの点を調査し、彼らにおける心の哲学と実践哲学の関係を

確認する。(b)心の哲学についての一定の立場から、道徳論や法論などの規範論を展開して

いる現代の研究を調査する。(c)以上の研究に基づいて、＜心の哲学と道徳論と法論の連結

体の基本的な類型論＞を提案する。 

 
 
３．研究の方法 
 本研究では、＜心の哲学の諸立場が、どのような道徳論や法論や正義論と連結・接合可能
であるのか＞を考察するにあたって、ドイツ観念論の議論を参考にするということが、特有
の方法となる。 
 
 
４．研究成果 

＜２０１６年度の成果＞ ドイツ観念論における心の哲学、自由意志論、道徳と法の関係、

国家論、についてそれらの類型分類を行い、それら の類型の組み合わせの類型論の手がか

り得ることであった。これを試みる途中で、予期せぬ成果があった。それは、ドイツ観念論

と同時代の法学者である Hommel が非常に興味深い立場をとっていたことが分かったこと

である。フィヒテによれば、この Hommel は、アクレ クサンダー・フォン・ヨッホという

偽名で、私たちの意志を含めてすべてのものは自然法則によって必然的に決定していると

主張して いた。しかし他方で、Hommel は、死刑反対論で有名なベッカリーアの『犯罪と

刑罰』をドイツ語に翻訳しており、（未確認だが）おそらく死刑に反対していたと予想され

る。フィヒテは、観念論の立場から、死刑に反対していた。フィヒテは、Hommel と同様

に、死刑に反対しているが Homme の唯物論には強く批判していた。Hommel のこの立場

は、私が構想している類型論において、重要な位置づけになる 。現在のところ（暫定的だ

が）次の類型論を想定している。  

＜心の哲学と道徳論と法論の連結体の基本的な類型論＞  

（１）カント型：心脳の二元論、自由意志論 道徳が法に先行する、死刑擁護、国家契約論 

（２）フィヒテ型：心の一元論、自由意志論 法が 道徳に先行する、死刑反対、国家契約

論 

（３）ヘーゲル型：心脳一元論、自由意志論、道徳と法を分けない、死刑擁護、人倫共同体

論  

（４）ホンメル型：脳一元論、決定論、道徳と法を分けない、死刑反対、国家契約論 
 

＜２０１７年度の成果＞ この年度、次の二つの課題を設定していた。課題１（現代の心の

哲学の主要な立場と自由意志論の組み合わせの類型を確認すること）に関する成果は、次で



ある。この観点で最も重要と思われる Livet の有名な実験について検討した。Livet は、そ

の実験によって直ちに自由意志が否定されるとは考えておらず、自由意志論との両立が可

能であると主張できることを示している。そこでそれを踏まえた上で、＜問いが立てられ、

それに対する答えが出されるという一定の時間経過をもつプロセスとして、自由な意志

決定が成立する＞という仮説を立てて、その検討を始めた。問答の中での決定が、意

志決定を自由なものにする可能性がある。もちろん、この探求は同時に、自由な意思

決定をどう定義するか、という探求と不可分に結びついている。 

課題２（現代の心の哲学の主要な立場と規範論の組み合わせの類型を確認すること。ここで

は＜心の哲学についての有望な諸立場が 、どのような道徳論、正義論と結びつく可能性を

持つのか＞を検討する）に関する成果は、次である。この検討の中で、ブランダムの行為の

規範性の理解が、非常に興味深いものであることがわかった。それは、デイヴィドソンの行

為の因果説を批判して、行為が意図的であることと理由を持つことを区別し、理由を持たな

い意図的な行為の存在の説明しようとする。この議論の中で、ブランダムは、サールが考え

る約束モデルでの行為の規範性を説明を批判しており、この議論は、社会構築主義について

のサールとはことなるアプローチを示している。つまり、契約によって社会制度の構築を説

明する社会契約論を批判し、行為主体を前提せずむしろ行為主体と、行為の規範性が、言語

共同体の中で成立するメカニズムを説明することになるだろう。 

 

＜２０１８年度の成果＞この年度は、当初計画していたもののうち、主として次の二つの課

題に取り組んだ。一つには、＜心の消去主義を前提するときに、道徳や法の規範性がどうな

るのか＞に取組み、次のことを明らかにした。＜心の消去主義を前提するとき、内面に関わ

る道徳は成り立たなくなるが、行為に関わる法の規範性は、成り立つ＞という主張は、＜道

徳は、内面の規範であり、法は行為の規範である＞という理解に基づいている。しかし道徳

と法を次のように理解することも可能である。＜道徳は、個人の同一性のための規範であり、

法は共同体や集団の同一性のための規範である＞。このように考えるならば、心の消去主義

を前提しても、個人という行為主体を認める限り、その同一性のための規範は必要であり、

成立する。もう一つの課題は、＜個人の存在を前提した国家契約説とは異なる仕方での国家

の説明を検討すること＞であった。つまり行為主体を前提せずむしろ行為主体と、行為の規

範性が、言語共同体の中で成立するメカニズムを説明することが課題であったが、これの解

決の端緒をグライスの「協調の原理」に見いだすことができた。この原理が妥当するのは、

約束によるのではなく、協調の原理が妥当しているという予期を共有することによって成

立する。このメカニズムを、契約論とは異なる国家の説明原理とすることができるだろう。 

 

＜２０１９年度の成果＞この年度は、当初の計画を延長した 4 年目であり、2018 年度に予

定していて達成できずに残っていた課題に取り組んだ。残りの課題の一つは、［ドイツ観念

論から見て、現代のメタ倫理学の分類の見直しが、必要かどうかを検討する］ということで

あった。メタ倫理学は、主として認識可能性の観点から倫理の立場を区別する。この分類に

よると、ドイツ観念論の道徳論はすべて、「認知主義かつ非自然主義」（ムーアやマクダウェ

ル）という立場に分類されることになる。そのためにドイツ観念論における様々な道徳論の

間の差異を明示化するには別の観点「道徳と法の関係」を持ち込むことが必要になる。カン

トは道徳性と適法性を区別し、フィヒテは道徳意識を自己意識の成立の前提とし、法を自己

意識間の関係として捉え、ヘーゲルは道徳と法を人倫性の構成契機として捉えた。他方で、



現代の英米の哲学には、道徳と法の関係についてのこうした考察が欠けていることに気づ

かされる。本プログラムの最終課題＜心の哲学と道徳論と法論の連結体の基本的な類型論

＞の提案のためには、分析哲学の立場からの道徳と法の関係の考察が必要であることが分

かった。 

 残りの課題のもう一つは、［道徳の超越論的論証は、心の哲学のどのような立場と両立可

能なのか］ということであった。これについては、問答論的矛盾による新しいタイプの超越

論的論証を提案し、この超越論的論証が、心の哲学に関してどのような立場をとることにな

るのかを考察する。問答が可能になるための超越論的な道徳的条件として、「嘘の禁止」デ

イヴィドソンの「好意の原則」を正当化できる。仮に心の消去主義をさいようするとしても、

私たちがコミュニケーションできていることは認めるだろう。コミュニケーションができ

ているとすれば、そこに問答が成立しており、問答が成立するための超越論的条件として、

道徳規範の正当化を試みた。これについては、出版予定の『問いを問う』の一部として公開

予定である。 
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